
指定地域一覧（一廃）

指定番号 市町村 指定根拠 指定年月日

一廃-001 鎌倉市 関谷 字 長者久保
1,670番３、1,672番２、1,686番１、
1,687番１、1,688番

令第13条の２第３号イ
規則第12条の31第１号

H22.1.26

一廃-002 鎌倉市 関谷 字 長者久保

1,676番１、1,676番３、1,676番４、
1,677番１、1,677番２、1,681番、
1,682番、1,683番、1,684番、1,685番１、
1,685番３、1,685番４

令第13条の２第３号イ
規則第12条の31第１号

H22.1.26

一廃-003 秦野市 曽屋 字 観音 4,624番１の一部
令第13条の２第３号イ
規則第12条の31第２号

H22.1.26

一廃-004 秦野市 栃窪 字 東峯

18番１の一部、21番の一部、21番２の一部、
22番、22番２の一部、23番１の一部、24番の
一部、27番の一部、27番２の一部、28番の一
部

令第13条の２第１号 H22.1.26

秦野市 栃窪 字 小原小路

51番の一部、51番２の一部、52番の一部、53
番、53番２の一部、3,278番の一部、
3,279番の一部、3,279番２の一部、
3,280番、3,281番、3,282番の一部、
3,282番２の一部、3,285番の一部、
3,285番２の一部、3,286番、3,287番、
3,287番２

秦野市 栃窪 字 馬世口
589番の一部、590番の一部、591番の一部、
592番１の一部、593番の一部

秦野市 平沢 字 西ノ窪 2,325番の一部、2,326番の一部

一廃-005 大和市 上草柳 字 文ヶ岡
205番１の一部、205番２の一部、
205番３の一部、205番４の一部

令第13条の２第３号イ
規則第12条の31第１号

H22.1.26

一廃-006 大和市 上草柳 字 幅路 50番１の一部、50番２の一部
令第13条の２第３号イ
規則第12条の31第１号

H22.1.26

一廃-007 大和市 上草柳 字 幅路 50番１の一部、50番２の一部
令第13条の２第３号イ
規則第12条の31第１号

H22.1.26

一廃-008 大和市 上草柳 字 文ヶ岡
205番１の一部、205番２の一部、
205番３の一部、205番４の一部

令第13条の２第１号 H22.1.26

一廃-009 寒川町 大蔵

333番、334番、335番、336番、339番、
341番１、341番２、342番１、342番２、
343番１、343番２、344番、345番、
346番、347番１、347番２、348番、
349番、350番、351番、352番、353番、
354番１、354番２、355番１、355番２、
355番３、355番４、356番、357番、
358番、359番１、359番２、364番１、
365番、380番１、381番、393番、394番、
395番

令第13条の２第３号イ
規則第12条の31第２号

H22.1.26

寒川町 小谷 1,601番、1,602番、1,603番、1,604番

寒川町 岡田 七丁目
396番、397番、398番、399番、400番、
515番１、515番２

一廃-010 大井町 柳 字 上田向山

727番の一部、728番、729番イ、729番ロ、730
番、731番、732番、733番、734番、
735番、736番、737番、738番、739番、
740番、741番

令第13条の２第３号イ
規則第12条の31第２号

H22.1.26

一廃-011 山北町 谷ケ 字 北畑 997番１の一部
令第13条の２第３号イ
規則第12条の31第２号

H22.1.26

一廃-012 愛川町 田代 字 上原

1,184番１、1,185番イ、1,185番ロ、
1,186番、1,187番１、1,188番１、
1,191番１、1,192番、1,193番、1,194番、
1,195番、1,196番、1,197番、1,198番、
1,199番、1,200番、1,201番、1,202番

令第13条の２第３号イ
規則第12条の31第２号

H22.1.26

愛川町 田代 字 志田
1,203番２、1,203番３、1,203番イ、
1,204番

愛川町 三増 字 上志田原
1,166番、1,167番、1,168番、1,169番１、
1,169番２、1,170番１、1,217番１、
1,217番２、1,223番１、1,223番２

一廃-013 愛川町 田代 字 向原
943番、944番１、945番１、946番１、
955番１、956番、957番１、958番

令第13条の２第３号イ
規則第12条の31第２号

H22.1.26

一廃-014 大和市 上草柳 字 文ヶ岡 206番1の一部、206番2の一部、206番3の一部
令第13条の２第３号イ
規則第12条の31第２号

H23.5.31

一廃-015 山北町 皆瀬川 字 沢山 538番1
令第13条の２第３号イ
規則第12条の31第２号

H24.1.31
R7.9.22(一

部解除)
横山 4,585番48の一部、4,586番23の一部
西ケ谷戸 4,587番12の一部

一廃-017 鎌倉市 関谷 字 島ノ神
1,522番１、1,523番、1,524番１、1,525番
１、1,526番１、1,550番１、1,551番及び
1,552番１の一部

令第13条の２第１号 H30.6.15

所在地

字煤ケ谷清川村一廃-016 H26.12.19
令第13条の２第３号イ
規則第12条の31第２号

令 ：廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

規則：廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則



指定番号 市町村 指定根拠 指定年月日所在地

規則：廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

一廃-018 藤沢市 葛原 字 滝谷戸

1,765番の一部、1,766番、1,767番の一部、
1,770番の一部、1,771番１、1,771番２、
1,771番３、1,772番１、1,772番２、1,773番
１の一部、1,773番２の一部、1,773番３の一
部、1,773番５の一部、1,776番の一部、1,777
番、1,778番、1,779番、1,780番の一部、
1,781番の一部、1,782番、1,783番、1,784番
の一部、1,785番１、1,785番２の一部、1,787
番の一部、1,788番の一部、1,789番の一部、
1,790番の一部、1,791番１、1,791番２、
1,791番３、1,792番、1,793番１、1,793番
２、1,794番１、1,794番２、1,794番３、
1,795番１、1,795番２、1,796番１、1,796番
２、1,796番３、1,796番４、1,797番、1,798
番１、1,798番２、1,799番イの一部、1,800番
の一部、1,802番１の一部、1,802番２、1,802
番３の一部、1,802番４の一部、1,802番５の
一部、1,766番地先、1,771番１地先、1,776番
地先、1,793番１地先、1,794番３地先、1,797
番及び1,798番２地先

令第13条の２第１号 R8.1.30



指定地域一覧（産廃）

指定番号 市町村 指定根拠 指定年月日

産廃-001 平塚市 上吉沢 字 山田屋敷 1,978番１
令第13条の２第３号イ
規則第12条の31第２号

H22.1.26

産廃-002 藤沢市 高倉 字 上谷戸

770番1、771番1、771番4、771番5、
771番6、771番9、771番10、771番11、
771番14、771番15、771番16、771番17、
771番18、775番3、776番1、777番1、
778番1、779番1、779番3、780番1、
780番2、780番3、780番4、780番5、
780番6、780番7、780番8、780番9、
780番10、780番11、780番12、783番1、
783番3、783番4、784番1、784番4、
784番5、784番6、784番7、784番8、
784番9、784番10、785番1、785番5、
785番6、785番7、785番8、785番9、
785番10、785番11、785番12、785番13、
785番14、785番15、785番16、785番17、
785番18、785番19、785番20、785番21、
785番22、785番23、785番24、791番1、
791番2、791番3、791番4、791番5、
791番6、792番1、792番3、794番2、
795番、796番1、796番2、797番1、
797番2、798番

令第13条の２第３号イ
規則第12条の31第２号

H22.1.26

藤沢市 字 枯薮

1,076番1、1,076番2、1,076番3、
1,076番4、1,077番1、1,077番2、
1,078番1、1,078番2、1,078番3、
1,079番1、1,079番3、1,079番4、
1,079番5、1,080番1、1,080番3、
1,081番1、1,081番3、1,081番4、
1,081番5、1,082番1、1,082番2、
1,083番1、1,083番2、1,084番1、
1,084番3

産廃-003 藤沢市 用田 字 南原

446番1、446番2、446番3、446番4、
447番1、447番2、448番、449番、450番1、
450番2、450番7、450番8、450番9、
450番10、450番11、450番12

令第13条の２第３号イ
規則第12条の31第２号

H22.1.26

産廃-004 小田原市 風祭 字 馬土平 808番の一部
令第13条の２第３号イ
規則第12条の31第２号

H22.1.26

産廃-005 茅ヶ崎市 芹沢 字 台田

1,538番の一部、1,539番1、1,539番2、
1,540番1、1,540番2、1,540番3、
1,540番4、1,540番5、1541番1、
1,541番2、1,583番1の一部、1,583番ロ、
1,583番3、1,583番4の一部、1,583番5、
1,584番１、1,584番2、1,584番3、
1,584番4、1,584番5、1,584番6、
1,585番1、1,585番2、1,586番1、
1,586番2、1,593番の一部、1594番、
1,594番2、1,594番3、1,595番1、
1,595番2、1,596番の一部、
1,597番の一部、1,597番2の一部、
1,600番1の一部、1,600番2の一部、
1,603番1の一部、1,603番2、1,603番3、
1,695番1、1,695番2、1,695番4、
1,695番5、1,695番6、1,695番8、1,705番

令第13条の２第２号 H22.1.26

産廃-006 茅ヶ崎市 芹沢 字 大谷

5,670番の一部、5,671番、
5,672番の一部、5,673番、5,674番、
5,675番1、5,675番2、5,676番1、
5,676番2、5,677番、5,678番、5,679番、
5,680番の一部、5,681番の一部、
5,682番の一部、5,683番1の一部、
5,684番の一部、5,685番、5,686番、
5,687番、5,688番の一部、
5,690番1の一部、5,691番の一部、
5,732番1の一部、5,732番2の一部、
5,732番3の一部、5,732番4の一部、
5,732番5の一部、5,732番6の一部

令第13条の２第３号イ
規則第12条の31第１号

H22.1.26

所在地

令 ：廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

規則：廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則



指定番号 市町村 指定根拠 指定年月日所在地

規則：廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

産廃-007 茅ヶ崎市 赤羽根 字 十三図
3,945番、3,946番、3,947番、3,950番、3,952
番1、3,952番2、3,953番、3,954番、3,955
番、3,956番、3,962番、3,963番

令第13条の２第３号イ
規則第12条の31第２号

H22.1.26

産廃-008 茅ヶ崎市 芹沢 字 臼久保 4,098番1、4,100番2 令第13条の２第３号ロ H22.1.26

産廃-009 大和市 福田 字 甲一ノ区
87番1、88番、89番1、89番2、89番3、
90番、91番1、91番2

令第13条の２第３号イ
規則第12条の31第１号

H22.1.26

産廃-010 海老名市 下今泉 一丁目

1,144番11、1,194番1の一部、
1,194番3の一部、1,195番1の一部、
1,195番3、1,196番1の一部、
1,196番3、1,197番1の一部、1,197番3、
1,198番1の一部、1,198番2、1,199番1、
1,199番2、1,200番の一部、
1,206番1の一部、1,206番3、
1,207番1の一部、1,207番3の一部、
1,208番1の一部、1,208番2、
1,211番1の一部、1,211番2の一部

令第13条の２第３号イ
規則第12条の31第１号

H22.1.26

産廃-011 座間市 東原 二丁目 5,797番１
令第13条の２第３号イ
規則第12条の31第２号

H22.1.26

産廃-012 綾瀬市 本蓼川 字 新道
523番、525番、525番2、527番、531番、533番
1、542番、547番1、552番1の一部、556番1の
一部、568番ロ、570番、572番1、572番2

令第13条の２第３号イ
規則第12条の31第１号

H22.1.26

産廃-013 綾瀬市 吉岡 字 目坂谷

538番1、538番2、538番3、538番4、
539番1、539番2、540番、541番、542番、543
番、544番、545番1、545番2、
547番1の一部、547番8、547番9、
547番10、550番5、551番1、551番2、
552番2、553番1、553番2、554番、
555番1、616番、616番2、617番、618番、618
番2、625番、626番、626番2

令第13条の２第３号イ
規則第12条の31第２号

H22.1.26

産廃-014 綾瀬市 吉岡東 四丁目 481番2
令第13条の２第３号イ
規則第12条の31第２号

H22.1.26

産廃-015 綾瀬市 深谷上 三丁目

4,224番1、4,224番7、4,225番1、4,225番3、
4,226番、4,227番1、4,227番3、4,228番1、
4,228番3、4,229番、4,230番、4,231番1、
4,231番3、4,232番3、4,233番、4,234番、
4,235番1、4,235番3、4,236番1、4,236番3、
4,237番1、4,237番2、4,237番3、4,238番1、
4,238番2、4,238番3、4,239番1、4,239番3、
4,240番1、4,240番4、4,241番1、4,241番2、
4,241番3、4,242番1、4,242番2、4,242番3、
4,243番1、4,243番2、4,243番4、4,244番1、
4,244番4、4,245番1、4,245番2、4,245番3、
4,246番1、4,246番2、4,246番3、4,247番1、
4,247番2、4,248番1、4,249番、4,250番1、
4,250番2、4,250番3、4,251番1、4,251番2、
4,252番1、4,253番1、4,253番2、4,253番3、
4,253番7、4,253番8、4,254番、4,255番、
4,256番、4,256番2、4,257番1、4,257番3、
4,257番7、4,257番8、4,258番1、4,258番3、
4,259番、4,260番、4,261番1、4,261番3、
4,262番1、4,262番3、4,262番4、4,262番5、
4,263番2、4,264番1、4,264番2、4,269番2

令第13条の２第３号イ
規則第12条の31第２号

H22.1.26

綾瀬市 字 長峰

4,224番4、4,227番2、4,228番2、4,231番2、
4,232番1、4,232番2、4,235番2、4,236番2、
4,239番2、4,240番3、4,243番3、4,244番3、
4,252番3、4,253番5、4,253番6、4,257番2、
4,257番4、4,257番6、4,258番2、4,261番2、
4,262番2、4,266番2



指定番号 市町村 指定根拠 指定年月日所在地

規則：廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

産廃-016 綾瀬市 深谷中 五丁目

3,217番1、3,218番、3,219番、3,220番1、
3,220番2、3,220番5、3,221番、3,222番、
3,223番、3,224番、3,225番、3,226番、3,228
番、3,229番、3,230番、3,232番、3,233番、
3,234番、3,235番、3,237番、3,238番、3,239
番1、3,240番、3,241番、3,242番1、3,243番
1、3,244番1、3,245番1、3,246番1、3,247番
1、3,248番、3,249番1、3,250番1、3,250番
5、3,251番1、3,252番1、3,252番3、4,700番
1、4,701番、4,702番、4,705番1、4,706番、
4,707番1、4,707番2、4,708番1、4,710番1、
4,710番2、4,711番2、4,712番3

令第13条の２第３号イ
規則第12条の31第１号

H22.1.26

綾瀬市 中八丁目
3,242番2、3,243番2、3,244番2、3,245番2、
3,247番2、3,249番3、3,250番4

綾瀬市 上七丁目

4,711番1、4,712番1、4,714番1、4,715番1、
4,716番1、4,718番、4,719番、4,720番1、
4,721番1、4,722番、
4,723番1、4,724番1、4,725番1、4,726番1

綾瀬市 上八丁目 4,712番4、4,714番3、4,715番2、4,716番2

産廃-017 湯河原町 吉浜 字 隅石 2,021番165の一部
令第13条の２第３号イ
規則第12条の31第１号

H22.1.26

産廃-018 茅ヶ崎市 下寺尾 字 北方 800番1の一部 令第13条の２第１号 H24.8.17

産廃-019 茅ヶ崎市 下寺尾 字 東方

1,853番１、1,853番３、1,856番１、1,857
番、1,858番、1,858番２、1,859番１、1,859
番２、1,859番３、1,859番４、1,861番１、
1,861番２、1,862番１、1,862番２、1,863番
１、1,863番２、1,864番１、1,864番２、
1,865番、1,866番１、1,867番１、1,868番、
1,869番、1,870番、1,871番、1,872番の一
部、1,887番イの一部、1,889番の一部、1,890
番の一部、1,891番、1,892番、1,893番、
1,894番、1,895番、1,896番、1,897番、1,898
番１、1,898番２、1,899番１、1,899番２、
1,900番１、1,901番、1,902番、1,903番、
1,904番、1,905番、1,906番、1,907番１、
1,907番２、1,907番３、1,908番、1,914番
23、1,914番24、1,914番25、1,914番26、
1,914番27、1,914番28、1,920番１の一部、
1,872番地先及び1,920番１地先

令第13条の２第１号及び
第３号イ、施行規則第12
条の31第２号

H30.12.14

字 諏訪谷 4,010番１の一部

字 神明谷
4,084番の一部、4,085番の一部、4,276番１の
一部

下寺尾 字 東方 1,824番５の一部

産廃-021 海老名市 本郷 字 上星谷
3,949番、3,950番１、3,950番２、3,957番、
3,958番、3,959番、3,960番１、3,962番２及
び3,962番２地先

令第13条の２第３号イ R6.6.7

産廃-020 茅ケ崎市
堤

令第13条の２第３号ロ R3.9.21


